
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人鹿屋体育大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ②  平成26年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成26年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国

立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・

地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人135人）や教育・研究

事業で比較的同等と認められる、以下の法人を参考とした。
(1) 国立大学法人小樽商科大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を
実施している（常勤職員数約200人）。公表資料によれば、平成25年度の長の年間報酬額は
14,593,000 円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本給額等を勘案すると、
16,338,090 円と推定される。

同様の考え方により、理事については12,884,510 円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額･･･22,652,000 円

当法人においては業績給は現在導入していないが、勤勉手当において、勤勉手当基準額の算
定基礎に国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、その者の職務実績に応
じて１００分の０以上１００分の１８５以下の範囲内で長が定める割合を乗じて得た額を支給してい
る。

役員報酬支給基準は、月額及び期末手当、勤勉手当から構成されている。月額については、
国立大学法人鹿屋体育大学役員給与規則に則り、本給（984,000 円）を算出している。
期末手当及び勤勉手当についても、国立大学法人鹿屋体育大学役員給与規則に則り、期末
手当については期末手当基準額（本給＋本給×１００分の２０＋本給×１００分の２５）に６月に
支給する場合においては１００分の６２．５、１２月に支給する場合においては１００分の７７．５を
乗じている。また勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給＋本給×１００分の２０＋本給
×１００分の２５）に国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、その者の職
務実績に応じて１００分の０以上１００分の１８５以下の範囲内で長が定める割合を乗じて得た
額を含ませている。さらに期末手当及び勤勉手当ともに基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
なお、平成２６年度では、勤勉手当支給率の引き上げ（年間０．１５ヶ月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額及び期末手当、勤勉手当から構成されている。月額については、
国立大学法人鹿屋体育大学役員給与規則に則り、本給（720,000～776,000円）に通勤手当
（2,000円～4,200円）を加算して算出している。
期末手当及び勤勉手当についても、国立大学法人鹿屋体育大学役員給与規則に則り、期
末手当については期末手当基準額（本給＋本給×１００分の２０＋本給×１００分の２５）に６月
に支給する場合においては１００分の６２．５、１２月に支給する場合においては１００分の７７．
５を乗じている。また勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給＋本給×１００分の２０＋本
給×１００分の２５）に国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、その者の
職務実績に応じて１００分の０以上１００分の１８５以下の範囲内で長が定める割合を乗じて得
た額を含ませている。さらに期末手当及び勤勉手当ともに基準日以前６箇月以内の期間にお
けるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
なお、平成２６年度では、勤勉手当支給率の引き上げ（年間０．１５ヶ月分）を実施した。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
平成26年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,088 11,808 4,280 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

4,948 3,104 1,828 16 (通勤手当) 7月31日

千円 千円 千円 千円

7,498 5,760 1,722 16 (通勤手当) 8月1日

千円 千円 千円 千円

12,579 8,607 3,132
24

816
(通勤手当)

(単身赴任手当)
3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

1,665 1,665 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

該当者なし
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

該当者なし
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,118 1,118 0
（　　　　）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

1,118 1,118 0
（　　　　）

4月1日

注：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

A監事

B監事

法人の長

A理事

B理事

D理事
（非常勤）

その他（内容）

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

役員報酬支給基準は、月額の非常勤役員手当のみとなっており、金額は138,800円である。
なお、平成２６年度は改定は行っていない。

該当者なし

役員報酬支給基準は、月額の非常勤役員手当のみとなっており、金額は93,200円である。
なお、平成２６年度は改定は行っていない。
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

鹿屋体育大学は、全国でただ一つの国立の体育大学という特性を十分に活かし、健全な
身体と調和・共生の精神を併せ持つ人材の育成に必要不可欠なスポーツ・身体運動を通
じて、創造性とバイタリティに富む有為の人材を輩出するとともに、スポーツ科学・体育学領
域における学術・文化の発展と国民の健康増進に貢献し、もって健全で明るく活力に満ち
た社会の形成に寄与することを目的としている。
以上の目的を実現するため、学長のリーダーシップの下で、教育、研究及び社会貢献に関
する基本目標を掲げ、社会の信頼に応えられるよう自己変革しつつ、個性輝く大学を目指
している。
そうした中で、鹿屋体育大学の学長は、職員数約130名の法人の代表として、その業務を
総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を
同時に担っている。
鹿屋体育大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給
月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と
同等以上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとして
いる。
また、他の単科大学の長の平成25年度報酬水準（小樽商科大学、帯広畜産大学及び鳴
門教育大学の長の平均報酬14,500,000円、昨年度本学学長報酬14,323,000円）と同水準
となっている。
こうした職務内容の特性や（他法人等）との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

上記記載の目的を実現するため、鹿屋体育大学の理事は、学長を補佐して法人の業務を掌

理し、かつ大学業務を行うなど、学長に次いで経営者及び教学者としての職務を担っており

その職責は重大である。

鹿屋体育大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月

額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等

以上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。
また、理事の年間報酬額は、他の単科大学の理事の平成25年度報酬水準（小樽商科大学、
帯広畜産大学及び鳴門教育大学の理事の平均報酬11,169,000円、昨年度本学理事平均報
酬11,272,000円）と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他大学等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら
れる。

上記記載の目的を実現するため、鹿屋体育大学の理事（非常勤）は、学長を補佐して法人の

業務を掌理し、経営者としての職務を担っており、その職責は重大である。
また、理事（非常勤）の年間報酬額は他の単科大学の理事（非常勤）の平成25年度報酬水準
（小樽商科大学及び帯広畜産大学の理事（非常勤）の平均報酬1,570,000円）と同水準となっ
ている。

こうした職務内容の特性や他大学等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ

る。

該当者なし
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　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成26年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

8,101
（38,481）

8
（37）

0
（7）

7月31日 1.0

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

理事B

理事D
（非常勤）

法人での在職期間

法人の長

理事Ａについては、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載
するとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職
期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

理事C

理事A

監事D
（非常勤）

監事B

監事C
（非常勤）

監事A

上記記載の目的を実現するため、鹿屋体育大学の監事（非常勤）は法人の業務が適切に遂行
されているか適宜監査する必要があるため、大学業務及び組織業務に精通した人物が必要で
あり、その職責は重大である。
監事（非常勤）の年間報酬額は他の単科大学の監事（非常勤）の平成25年度報酬水準（小樽
商科大学、帯広畜産大学及び鳴門教育大学の監事（非常勤）の平均報酬1,209,000円）と同水
準となっている。
こうした職務内容の特性や他大学等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人等、民間企業等
との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考えられる。
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５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人の長

理事A

理事B

監事C
（非常勤）

監事D
（非常勤）

判断理由

当該理事は教務・学生・研究担当として学部一般入試おける実技検査評価の見直しや国立大学法人筑波大学との連携協定締結など教

育体制を整備し本学の運営及び教育推進に大きく貢献した。当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立

大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、1.0と決定した。

理事C

理事D
（非常勤）

監事A

監事B

今後も継続して勤勉手当において当該者の勤務実績を適切に反映させていく予定である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員のほ
か、平成26年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人135
人）・職種別平均支給額を参考にした。
(1) 国立大学法人小樽商科大学･･･当該法人は、本学と同様単科系の国立大学法人であり、
法人規模についても同等（常勤職員数約200人）となっている。
(2) 国家公務員･･･平成26年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）
の平均給与月額は408,472円となっており、全職員の平均給与月額は415,426 円
となっている。

(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の
４月の平均支給額は448,639 円となっている。

なお、人件費等に関しては、基本的に総人件費改革に基づく実行計画を踏まえた人員とする
ものとし、学長のリーダーシップの下で本学の目標・理念達成に向けた戦略に基づいて弾力

的に人的資源を振り分けるものとする。

業績給は現在導入していないが、職務実績・成績を昇給、昇格及び勤勉手当の成績率に反映
させている。

昇 給：１月１日の昇給日前１年間の勤務を評価し、勤務成績に応じて昇給させることが

できる。
昇 格：勤務成績が良好で、かつ昇格基準に達している場合、その者の資格に応じて、１

級上位の級に昇格させることができる。

勤勉手当：基準日（６月１日・１２月１日）以前６箇月間の期間における勤務成績に応じて決定
される支給割合（成績率）に基づき支給される。

国立大学法人鹿屋体育大学職員給与規則に則り、本給及び諸手当（本給調整額、管理職

手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身

赴任手当、時間外勤務手当、休日手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特

別勤務手当、教員免許状更新講習手当、入試手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（本給＋本給調整額＋扶養手当＋地域手当＋広域

異動手当）に６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の１３７．５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期

間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給＋本給調整額＋地域手当＋広域異動手当）

に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
なお、平成２６年度では、①全本給表のベースアップ（平均０．３％）、②本給調整額のうち、
助教に係る支給月額を100 円引き上げ（10,400 円→10,500円）、③初任給調整手当につい
て、期間の区分に応じて100円から300円までの幅で引上げ、④通勤手当のうち、交通用具使
用距離の区分に応じて、100円から7,100円までの幅で引上げ、⑤勤勉手当の支給率につい
て、０．１５ヶ月分の引き上げを実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

110 45.4 6,669 4,943 75 1,726
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 42.6 5,363 4,022 75 1,341
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 48.2 7,900 5,812 75 2,088
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 28.3 3,210 3,210 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注：在外職員、任期付職員、再任用職員については、該当者なしのため省略する。
注：常勤職員の医療職種（病院看護師）については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれのあることから、人数以外は記載していない。
注：非常勤職員のプロジェクト研究員及びプロジェクト研究支援職員については、該当者が２人のため、当該個人
　　に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内平均年齢
平成26年度の年間給与額（平均）

常勤職員

プロジェクト研究支援職員

非常勤職員

プロジェクト研究員

区分 うち賞与総額
人員

医療職種
（病院看護師）
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②

おそれのあることから、年間給与額の第１・第3分位については表示していない
注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

ことから、年間給与額の第１・第3分位については表示していない

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員
及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注：年齢24～27歳、36～39歳、48～51歳の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

注：年齢28～31歳、36～39歳の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

4 55.0 8,469
5 57.1 6,789

23 44.1 5,547
4 34.8 4,214

16 34.9 3,920

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

24 56.8 9,418
13 47.2 7,619
10 41.9 6,719
10 35.0 5,378

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

66.0 63.0 64.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.0 37.0 35.6

％ ％ ％

         最高～最低 34.5～33.8 39.2～36.0 36.8～35.0

％ ％ ％

65.3 62.7 63.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 37.3 36.1

％ ％ ％

         最高～最低 39.6～29.0 42.7～34.2 40.4～33.2

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

65.2 63.2 64.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.8 36.8 35.9

％ ％ ％

         最高～最低 37.7～32.6 39.8～27.1 38.9～30.8

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（最高～最低）

賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

6,603～4,095
6,950～6,644

人員

助　教

（最高～最低）

平均年齢

5,145～3,145
4,487～3,717

課　長 9,150～8,108

人員

副課長（課長補佐相当職）

年間給与額

係　員
主　任
係　長

分布状況を示すグループ

千円

区分

管理
職員

分布状況を示すグループ

千円

教　授 10,634～7,888
准教授 8,447～6,813

平均年齢
年間給与額

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

6,052～4,730
講　師 7,164～6,177
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標      90.1

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

事務・技術職員
○ ２２歳（大卒初任給、独身）
月額 174,200円 年間給与2,566,139 円
○ ３５歳（主任、配偶者・子１人）
月額 275,200 円 年間給与4,437,777 円
○ ４５歳（係長、配偶者・子２人）
月額 357,500 円 年間給与5,763,821 円

教育職員（大学教員）
○ ２4歳（修士修了、独身）
月額 234,000円 年間給与3,447,054 円
○ ３５歳（講師、配偶者・子１人）
月額 415,000 円 年間給与6,788,300 円
○ ４５歳（准教授、配偶者・子２人）
月額 466,200 円 年間給与7,618,246 円

教育職員に対する年俸制の一部導入を現在検討している。

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人                  ９４．１

・年齢・地域勘案                  ９１．０

項目 内容

　給与水準の妥当性の
　検証

・年齢・学歴勘案                  ８３．８

・年齢勘案                          ８３．５

講ずる措置

・年齢・地域・学歴勘案          ９０．８

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後も適切な給与水準を維持していくものである。

（文部科学大臣の検証結果）

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努め
ていただきたい。

（法人の検証結果）
本学は体育系単科の大学であり、体育実技の指導者養成を使命の一つと
している大学であるという特殊性から、自然科学系の研究大学と比して外
部資金の獲得が難しいのが現状であり、国の財政支出規模が4分の3を占
めている。しかし累積欠損はなく、対国家公務員指数についても100を下
回っており、他の単科系大学と比較しても同水準またはそれ以下となって
いる。
外部資金の獲得については、科学研究費補助金や国が行うプロジェクト等
に対して積極的に申請を行っているが、今後とも引き続き努力するととも
に、効率的な運営を行い、支出の削減に努める。

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成
26年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
①「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」の前年度との比較について

②退職手当支給額について

Ⅳ　その他

「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基
づき、役員及び職員について支給水準の引下げ（調整率：０．８７）措置を講じた。
【経過措置】
　平成25年1月1日～平成25年9月30日
　　調整率：０．９８
　平成25年10月1日～平成26年6月30日
　　調整率：０．９２

　「給与、報酬等支給総額」：給与の臨時特例減額期間の終了及び平成26年人事院勧告に基
づいた国家公務員の給与法及び人事院規則の改正に準拠により、11.9％の増となった。

　「最広義人件費」：給与、報酬等支給額の増加及び退職者が前年度に比べて多かったため、
20％の増となった。

給与、報酬等支給総額
901,897 905,190 916,485

退職手当支給額
89,079 67,619 61,843 16,490

838,935 818,937

区　　分

非常勤役職員等給与
96,622 105,494 106,174 107,835

1,059,485 998,5721,131,024

102,084

47,746 52,721 52,533 55,310 58,122

1,196,874

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

120,183

最広義人件費
1,135,344

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、その他競争的資金等により雇用される職員
に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「役員
及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

特になし
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